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Ⅰ マニュアル策定の趣旨 

 

・地震等の大規模災害の発生時には、道路や公共交通機関の混乱に伴い、通勤・通学先や

外出先から自宅への帰宅が困難となる帰宅困難者が大津市内で約21,300人発生すること

が想定されている。 

・このため、一般事業所、工場、大規模集客施設、ホテル等の宿泊施設、小・中学校等（以

下、「事業所等」という。）においては、平成２８年２月に策定した「大津市地域防災計

画（震災対策編） 別冊 大津市帰宅困難者対策計画」における対策の基本方針（対策

の柱）のうち、１ 一斉帰宅の抑制・施設利用者等の保護に基づき、従業員、事業所への

来訪者、生徒等（以下、「従業員等」という。）が帰宅困難になった場合の対策をあらか

じめ準備することが必要である。 

・本マニュアルは、各事業所において帰宅困難者対策を実施するためのマニュアルとして

策定するものである。 

・基本的には、従業員数が 100 人以上の事業所を対象として策定するものであるが、従業

員数 100 人未満の事業所においても同様の考え方により、実情に応じた帰宅困難者対策

を講じることが重要である。 

 

Ⅱ 帰宅困難者対策の基本方針 

 

・事業所における帰宅困難者対策の基本方針は以下のとおりとする。 

 

①帰宅の抑制と分散化 

・災害時の帰宅ルールの策定等により、一斉帰宅による混乱を抑制する。 

 

②必要な情報の伝達 

・従業員等に対し状況に応じ、必要な情報を伝達する。 

 

③従業員等の安全確保 

・安全な収容場所の確保や適切な避難誘導により、従業員等の安全を確保する。 

 

④災害時に備えた物資等の備蓄 

・従業員等が帰宅困難者となった場合等を想定し水、食料や必要な物資の備蓄を進める。 
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Ⅲ 平常時 事前対策 

 

１ 施設内待機に係る計画策定と従業員等への周知 

・事業所は事業所防災計画等において、従業員等の施設内待機を適切に行うための手順等

を示す計画を定める必要がある。また、日頃より施設内待機に係る計画を従業員等に周

知することが重要である。 

・必要に応じ、派遣社員の派遣元事業所、各種委託業者等関係事業所との間で帰宅困難者

対策についての役割分担をあらかじめ定めておく。 

・事業所の実情に応じ、来訪者数の想定をしたうえで、来訪者への対応についても計画に

定めておく。 

 

２ 安否確認、情報伝達手段の確立 

（１）従業員等の安否確認方法の確立 

・事業所は外出中の従業員等の安否確認に係る担当部署、手段・手順について、あらかじ

め定めておくとともに、訓練等を通じ周知徹底する。 

・安否確認手段としては、通信会社の提供する通信サービス等の活用も想定し、複数の手

段を用意しておく。 

 

（２）従業員等の家族との連絡方法 

・従業員等が速やかに家族の安否確認を行うことが一斉帰宅の抑制につながることから、

従業員等に対し、日頃から家族との連絡方法を決めておくように周知するとともに、訓

練等により徹底する。 

 

（３）情報の収集体制の整備と伝達方法の確立 

・帰宅の抑制が必要かどうかを判断するための必要情報を迅速に入手するため、あらかじ

め必要情報をリスト化し、情報入手先、入手方法について整理しておく。 

・また、情報入手方法については、インターネット、放送等の他、近隣の支所等に赴いて

情報を入手する等のアナログな方法も含め、複数の手段を用意しておく。 

・事業所内での従業員等への情報伝達手段について、あらかじめ確保しておく。（館内放送、

拡声器、庁内ＬＡＮ、メール、ＳＮＳ、口頭、掲示・紙の配布等） 

・グループを持つ事業所はグループ間での情報連絡体制の強化や近隣の事業所等との連

携・協力体制の整備についてもあらかじめ検討しておく。 
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参考 災害用伝言サービス 

サービス 内容 運営者 

災害用伝言ダイヤル

（171） 

被災地の方が、自宅の電話番号宛に安否

情報（伝言）を音声で録音（登録）し、

全国からその音声を再生（確認）するこ

とができる 

ＮＴＴ西日本 

災害用伝言板 携帯電話・PHSのインターネット接続機

能で、被災地の方が伝言を文字によって

登録し、携帯電話・PHS番号をもとにし

て全国から伝言を確認できる 

ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ（au） 

ソフトバンクモバ

イル 

ワンモバイル 

災害用伝言板（171） パソコンやスマートフォン等から固定

電話番号や携帯電話・PHS番号を入力し

て安否情報（伝言）の登録、確認を行う

ことができる。 

ＮＴＴ西日本 

災害用音声お届けサ

ービス 

専用アプリケーションをインストール

したスマートフォン等の対応端末から、

音声メッセージを送信することができ

るサービスで、現在、NTT ドコモ、

KDDI(au)、ソフトバンクモバイル、ワイ

モバイルの各社でサービス提供されて

いる。なお、平成 25年 4 月 1 日より災

害用音声お届けサービスを提供してい

る通信事業者間で音声メッセージの送

付が可能になった。 

ＮＴＴドコモ  

「災害用キット」  

ＫＤＤＩ(au)  

「au災害対策」  

ソフトバンクモバ

イル  

「災害用伝言板」  

ワイモバイル 

 「災害用伝言板」 

資料：総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課ホームページ
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３ 一斉帰宅の抑制と帰宅ルールの策定・周知 

（１）一斉帰宅抑制に関する周知 

・事業所は、発災後外出中の従業員等も含め、むやみに帰宅させず、安全な場所に留まる

よう、従業員等にあらかじめ周知する。（冊子の配布、社内報での周知、社員集会・朝礼

等での周知等） 

 

（２）一斉帰宅抑制に関する目安の設定 

・一斉帰宅の抑制措置の実施に関する目安について、市内の震度、被害状況、交通機関の

状況等からあらかじめ設定しておく。 

 

（３）帰宅ルール・優先順位の設定と定期的な確認 

・事業所は、発災後の帰宅の分散を図るため、従業員等の居住地、想定帰宅ルート、家庭

の事情などの把握に努め、帰宅者の順序を定めた時差退社計画等をあらかじめ定めてお

く。その際、帰宅する方面に応じて順序を考慮する。 

・また、帰宅判断の基準についてあらかじめ整理しておくとともに、残留者・帰宅者の把

握のための仕組みや帰宅途中、帰宅後の連絡に関するルールを定めて周知しておく。 

 

（４）体制・手順の確立と定期的な確認 

・事業所は、上記の一斉帰宅の抑制、時差退社の実施等の判断および周知に係る体制、手

順をあらかじめ定めておく。 

・また、年 1 回以上の訓練等を実施し、定期的に施設内待機と分散帰宅についての手順の

確認を行う。 
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■参考 時差退社計画の様式例 

 

 

■参考 帰宅可否の判断基準 

帰宅前の確認事項 １ 天候等の条件 

２ 帰宅ルート及び帰宅予想時間 

３ 建物倒壊，橋梁の崩壊等の被害状況 

４ 交通規制，道路状況及び代替ルートの確認 

 

帰宅するに当たり，注意を要

する場合 

１ 自宅までの距離が２０キロメートル以上の場合 

２ 自宅到着時間が日没後となる場合 

３ 同一方向に帰宅する者がいない場合 

４ 飲料水，食料，運動靴等の確保ができていない場合 
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４ 施設の安全確保と一時滞在場所、避難ルートの確保 

（１）施設の安全性確保 

・事業所は災害発生時に施設内に従業員等がとどまれるよう、日頃から施設の安全性確保

に努める。 

  ・建物の耐震性・耐火性の確保 

  ・外壁の剥離、落下等の防止 

  ・天井の落下、家具の転倒、落下、移動、ガラス飛散等の防止 

  ・停電に備えた自家発電設備の設置  等 

・従業員等による応急復旧を想定し、工具等を用意する。 

・発災時に安全確認を行う箇所をあらかじめ整理した施設の安全チェックリストを作成し

ておく。（次ページに例示） 

・なお高層ビルの場合は、高層階で大きな揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を講

じておく。 

 

（２）一時滞在場所、避難ルートの確保 

・事業所は帰宅困難となった従業員等の待機場所を施設内または施設周辺の安全が確保で

きる場所に設定しておく。（床面積３．３㎡当たり２人の収容が目安） 

・一時滞在場所への誘導ルートについても、あらかじめ設定し、安全性を確認しておく。 
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■参考 施設の安全点検のためのチェックリスト（例） 
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５ 施設内待機のための備蓄 

（１）従業員等の一時待機のための備蓄 

・事業所は従業員等が施設内に一定期間待機するために必要な水、食料、その他必要な物

資をあらかじめ備蓄しておく。備蓄量は最低３日分できれば７日分が望ましい。 

・備蓄物資の保管場所は事業所内の通路の閉塞、エレベータの停止などに備え分散してお

く。 

・来訪者等の外部の帰宅困難者向けの備蓄も可能な限り行うことが望ましい。特に大規模

集客施設等外部からの来訪者が多い施設は、来訪者数を想定し、必要な備蓄をしておく。 

・従業員等の特性に応じ、女性や要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦外国人等）

に配慮した備蓄も必要である。（生理用品、粉ミルク、離乳食、紙おむつ、介護食、大人

用紙おむつ他） 

・備蓄物資は消費期限、使用期限に留意し、適宜入れ替えを行う。 

・備蓄品の管理、配布については、体制、手順等を定めるとともに、スムーズに行われる

よう日頃から訓練等を行い備える。 

■備蓄の考え方 

○対象となる従業員等 
雇用の形態（正規、非正規）を問わず、事業所内で勤務する全従業員 

○３日分の備蓄量の目安 
（１）水については、１人当たり１日３リットル、計９リットル 

（２）主食については、１人当たり１日３食、計９食 

（３）毛布については、１人当たり１枚 

（４）その他の品目については、物資ごとに必要量を算定 

○備蓄品目の例示 
（１）水 ：ペットボトル入り飲料水 

（２）主食：アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺 

（３）その他の物資（特に必要性が高いもの） 

・毛布やそれに類する保温シート 

・簡易トイレ、衛生用品（トイレットペーパ等） 

・敷物（ビニールシート等） 

・携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池 

・救急医療薬品類 

○備考 
①上記品目に加えて、事業継続等の要素も加味し、企業ごとに必要な備蓄品を検討していくこと
が望ましい。 

②事業所だけでなく、従業員等自らも備蓄に努める。 

 

 

（２）帰宅支援のための準備 

・事業所は従業員等が帰宅可能となった場合の帰宅支援のため、帰宅支援マップ、携帯用

飲料水、食料、懐中電灯、ヘルメット、軍手などの物資等をあらかじめ準備しておく。 

・また、従業員自身も徒歩帰宅に備え、運動靴、マップ等を準備しておく。 
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６ 訓練の実施等 

（１）訓練等の実施による発災後の手順の確認 

・事業所は発災後の安否確認、施設の安全点検、施設内待機、一斉帰宅の抑制、徒歩帰宅

等に係る手順確認と従業員等の防災意識の向上を図るため、年１回以上の訓練を実施す

る。 

・一斉帰宅抑制の手順確認について確認する。 

 

（２）従業員等の救命講習への参加 

・災害時の自助、共助を促進するため、従業員等に対し、救護活動、応急手当や自動体外

式除細動器（ＡＥＤ）の使用等の知識・技術を身につける救命講習への参加を推奨する

とともに、帰宅困難者になった場合であっても救護活動や要配慮者の支援などの活動に

参加するよう日頃から啓発する。 
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Ⅳ 発災時以降の対応 

１ 発災後の対応フロー 

 

・発災後からの標準的な対応を時系列で示すと以下のとおり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１~３日後 

○従業員等の安否確認 

○家族の安否確認支援 

○一斉帰宅抑制の連

絡・指示 

 

 

発災 

・ 

初動期 

○施設及び周辺の安

全確認 

○必要に応じて応急

措置や立ち入り禁

止等の表示 

 

 

 

 

 

 

○災害情報・

被害情報の 

入手と提供 

（継続） 

発災 

・ 

初動期 

○従業員・来訪

者の社内待機

場所への誘導 

○負傷者への対

応 

○備蓄品の配布 

○帰宅困難者への支援 

○従業員等の帰宅確認 

帰宅可能 

○従業員・来訪

者の周辺の一

時避難所等安

全な場所への

誘導 

安全確保 安全不十分 

○帰宅・待機

の判断 

（当初） 

 ○帰宅・待機

の判断 

（継続） 

 

○防災活動

への参加 
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２ 従業員等の安否確認と施設内待機（初動期からの対応） 

（１）従業員等の安否確認 

・発災時は勤務時間内外に関わらず速やかに従業員等の安否確認を行う。 

・勤務時間内に発災した場合は、あわせて一斉帰宅抑制の連絡を行うとともに家族の安否

確認方法についての伝達等を行う。 

 

（２）施設及び周辺の安全確認 

・発災時後速やかに、事前に用意したリスト等を用いて施設の安全点検を行い、必要に応

じて立ち入り禁止等の表示を行う。 

・また、可能であれば応急復旧措置等を行う。 

・あわせて施設周辺の火災状況や道路状況など、周辺の安全性についても確認する。 

 

（３）従業員等の施設内待機 

・発災直後、施設全体や周辺が安全でない場合は、従業員等を事業所内の安全な場所に誘

導し、退避させる。 

・訪問者等についても同様に安全な場所に退避させる。 

・また、必要に応じ事前に定めた手順により、備蓄品の配布等を行う。 

・周辺からの避難者を受け入れる場合は、事前に定めた手順により、対応する。 

 

（４）施設内に退避できない場合 

・従業員等が施設内で安全に退避できない場合は、事前に定めた手順等により周辺の一時

滞在施設等へ誘導する。 

 

（５）負傷者への対応 

・従業員等に負傷者等が発生した場合は、救命講習を受けた従業員等により救護活動・応

急手当てを行うとともに、必要に応じ救急搬送等の依頼を行う。 

 

（６）情報の収集と提供 

・事業所は災害情報・被害情報等について収集し、施設内に待機させる従業員等に継続し

て情報提供を行う。 

 

（７）防災活動への参加 

・従業員等は、事業継続に影響のない範囲で、防災活動に参加する。 
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３ 帰宅判断と帰宅支援（混乱収束時以降） 

（１）帰宅開始の判断 

・事業所は交通機関の運行状況、道路等の復旧状況等の必要情報を入手し、従業員等が安

全に帰宅できると確認したうえで、事前に定めた帰宅ルールに基づき、従業員等の帰宅

を開始するものとする。 

・来訪者等についても、可能な範囲で、段階的な帰宅を促す。 

 

（２）帰宅者への支援 

・帰宅する従業員等に対しては、安全に帰宅するために必要な情報提供を行うことが必要

である。また、必要に応じ帰宅支援グッズの配布を行う。 

・従業員等については、帰宅後の確認を徹底し、帰宅状況を把握集約する。 

・駅等への移動手段を確保できない従業員等に対しては、搬送支援を行う。 

 

（３）長期化対策 

・施設内への待機は概ね３日を想定し、長期化する場合は、最寄りの避難所等を案内する。 

・長期化対策については、個別の事情に応じ事前に検討しておく。 
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Ⅴ 業態別の留意事項 

・事業所の業態に応じ、想定される留意点を以下に整理する。このほか、各事業所の実情に応じ

た対応に努める。 

 

一般事業所、工場等 

・従業員等の安全確保（建物の特性や取扱物品に応じた安全対策の確立） 

・危険物等がある場合の二次災害防止 

・外部避難者の受け入れの場合の安全対策（受入口、誘導ルート、待機

場所等の事前設定と安全確認、事業上のセキュリティの確保） 

 

大規模集客施設 

・施設利用者の安全確保 

・待機場所、備蓄量の判断と周辺からの避難者の保護 

（混乱の生じない範囲でできる限り対応） 

・閉店、休館時に発災した場合の対応方針の確立 

・被災従業員等への対応 

 

ホテル等の宿泊施設 

・従業員、宿泊者、施設利用者の安全確保 

・団体客への対応（引率者等との役割分担） 

・外国人客への対応（言語や文化の違いに考慮） 

・周辺からの避難者の保護（混乱の生じない範囲でできる限り対応） 

・緊急時の出勤体制の整備（事前にリストの整備等） 

・被災従業員等への対応 

・宿泊者用在庫の有効活用の検討 

 

小・中学校等 

・学生・職員、来訪者の安全確保（建物の特性に応じた安全対策の確立） 

・保護者との連絡、引渡し 

・留学生への対応 

・外部避難者の受け入れ（できる限り対応）と安全対策（受入口、誘導

ルート、待機場所等の事前設定と安全確認） 

・被災職員等への対応 

・学生等の災害ボランティアとしての活用 

・夜間・休日に発災した場合の対応方針の確立（職員の招集等） 

 

 


